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更生保護と刑の一部の執行猶予

今福章二法務省保護局参事官

(要約）

平成25年６月１９日に公布された｢刑法等の一部を改正する法律｣及び｢薬物使用等の罪を犯し

た者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律｣により刑の－部の執行猶予制度が導入され，

更生保護法も改正された。刑の一部の執行猶予制度は，刑の言渡しの新たな選択肢を増やし，

いわゆる刑の個別化という刑事政策の要請に応えるものとして刑罰史上も大きな意義を有す

る。同時に量刑上，特別予防目的を明確化し，社会内処遇を担う更生保護への期待を込め

て導入された制度であり，犯罪者処遇制度に与える影響は極めて大きなものがある。これが

その刑事政策的意義を発揮するためには，保護観察官の増員などの体制整備，対象者の適正

選択のための仕組みの構築，検察や矯正，地域の医療・福祉等関係機関と更生保護の円滑か

つ緊密な連携が課題となる。
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はじめに

今般，犯罪者の再犯防止が重要な課題と

なっている現状を踏まえ，刑の一部の執行猶

予制度を導入するとともに，保護観察の特別

遵守事項の類型に社会貢献活動を行うことを

加えるなどの法整備がなされた。これは，平

成25年６月19日に公布された｢刑法等の一部を

改正する法律｣及柳薬物使用等の罪を犯した

者に対する刑の一部の執行猶予に関する法

律｣(以下｢薬物法｣という｡)であり，これにより

更生保護法の改正も行われた'。

刑の一部の執行猶予制度は，裁判所にお

いて，前に禁鋼以上の実刑に処せられたこと

がないいわゆる初入者等に，３年以下の懲役

又は禁鋼の刑を言い渡す場合(罪名は問わな

い)，１年以上5年以下の期間，その刑の一部

の執行を猶予することができるとするものであ

る。また，薬物使用等の罪を犯した者につい

ては，その常習性が高く，これらの者の再犯

を防ぐためには，施設内処遇と社会内処遇の

連携を図ることが取り分け有用と考えられる

ので新法を制定して刑法の特則を定め，い

社会貢献活動の規定については公布から2年以内，刑の一部の執行猶予制度を含むその他の規定については公布から3年
以内に施行される。なお，制度導入の経過や刑法等一部改正と薬物法については．東山太郎｢｢刑法等の一部を改正す
る法律｣及び｢薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律｣について｣警察学鴎築第66巻第9号
(平成25年)27～５１頁に．更生保襲法については．勝田聡｢刑の一部の執行猶予制度と社会貢献活動の導入に係る更生
保護法の改正｣法律のひろぱ平成25年１１月号22～27頁等において．詳しく解説がなされている。
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